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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
民
年
金
未
納
者
数
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
民
年
金
未
納
者
数
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
未
納
者
数
減
少
目
標
数
字
」
は
設
定
し
て
い
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
た
国
民
年
金
特
別
対
策
本
部
に

お
い
て
、
平
成
十
五
年
八
月
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
を
平
成
十
九
年
度
に
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
設
定
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
か
ら
、
厚
生
労
働
省
本
省
及
び
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に

国
民
年
金
特
別
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
す
る
な
ど
収
納
対
策
の
強
化
に
向
け
た
体
制
の
整
備
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

平
成
十
六
年
十
月
か
ら
は
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
及
び
社
会
保
険
事
務
所
（
地
方
社
会
保
険
事
務
局
事
務
所
を
含
む
。
）
に

お
い
て
、
納
付
督
励
の
年
次
目
標
を
盛
り
込
ん
だ
行
動
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
徹
底
し
た
進
ち
ょ
く
管
理
及
び
達
成
状
況
の
検

証
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
度
重
な
る
納
付
督
励
に
よ
っ
て
も
理
解
が
得
ら
れ
な
い
未
納
者
の
う
ち
、
十
分
な
所
得
又
は
資
産
を
有
し
、
他
の
被

保
険
者
の
納
付
意
欲
に
悪
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
者
に
対
し
て
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第

九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
督
促
及
び
滞
納
処
分
を
実
施
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
国
民
の
理
解
の
増
進
等
の
た
め
に

一



保
険
料
納
付
の
実
績
等
の
情
報
を
分
か
り
や
す
く
被
保
険
者
に
通
知
す
る
こ
と
、
各
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
た
よ
り
適
切
な

保
険
料
負
担
を
実
現
す
る
た
め
の
多
段
階
免
除
制
度
等
の
着
実
な
実
施
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
平
成
十
六
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
者
数
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
本
年
七
月
中
に
公
表
で
き
る
よ
う
集
計
作

業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


